
平
成
十
三
年
内
閣
府
・
財
務
省
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
・
環

境
省
令
第
一
号

特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第

八
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び

管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改

善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び

管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
百
三
十
八
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
に

お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
排
出
量
の
算
出
の
方
法
）

第
二
条
　
法
第
五
条
第
一
項
の
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
排
出
量
の
算
出
の
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
排
出
量
は
、
特
定
第
一
種
指
定
化
学
物
質
（
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類

を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
特
定
第
一
種
指
定
化
学
物
質
量
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
に
あ
っ
て
は
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対

策
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
総
理
府
令
第
六
十
七
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
換
算
し
た

量
、
特
定
第
一
種
指
定
化
学
物
質
以
外
の
第
一
種
指
定
化
学
物
質
に
あ
っ
て
は
第
一
種
指
定
化
学
物
質
量
に
よ
っ

て
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
第
一
種
指
定
化
学
物
質
等
の
製
造
、
使
用
そ
の
他
の
取
扱
い
の
過
程
に
お
い
て
変
動
す
る
当
該
第
一
種
指
定

化
学
物
質
の
量
に
基
づ
き
算
出
す
る
方
法

二
　
当
該
事
業
所
に
お
け
る
排
出
物
（
環
境
に
排
出
さ
れ
る
物
質
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

含
ま
れ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
量
又
は
濃
度
の
測
定
の
結
果
に
基
づ
き
算
出
す
る
方
法

三
　
製
造
量
、
使
用
量
そ
の
他
の
第
一
種
指
定
化
学
物
質
等
の
取
扱
量
に
関
す
る
数
値
と
当
該
第
一
種
指
定
化
学

物
質
の
排
出
量
と
の
関
係
を
的
確
に
示
す
と
認
め
ら
れ
る
数
式
を
用
い
て
算
出
す
る
方
法

四
　
蒸
気
圧
、
溶
解
度
そ
の
他
の
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
物
理
的
化
学
的
性
状
に
関
す
る
数
値
を
用
い
た
計
算

に
よ
り
当
該
事
業
所
に
お
け
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
当
該
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
量
又
は
濃
度
を
的
確
に
推

計
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
計
算
に
よ
り
推
計
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
当
該
第
一
種

指
定
化
学
物
質
の
量
又
は
濃
度
に
基
づ
き
算
出
す
る
方
法

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
事
業
所
に
お
い
て
環
境
に
排
出
さ
れ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
量

を
的
確
に
算
出
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
方
法

（
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
移
動
量
の
算
出
の
方
法
）

第
三
条
　
法
第
五
条
第
一
項
の
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
移
動
量
の
算
出
の
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
移
動
量
は
、
特
定
第
一
種
指
定
化
学
物
質
（
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類

を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
特
定
第
一
種
指
定
化
学
物
質
量
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
に
あ
っ
て
は
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対

策
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
三
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
換
算
し
た
量
、
特
定
第
一
種
指
定
化
学
物
質
以
外
の

第
一
種
指
定
化
学
物
質
に
あ
っ
て
は
第
一
種
指
定
化
学
物
質
量
に
よ
っ
て
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
第
一
種
指
定
化
学
物
質
等
の
製
造
、
使
用
そ
の
他
の
取
扱
い
の
過
程
に
お
い
て
変
動
す
る
当
該
第
一
種
指
定

化
学
物
質
の
量
に
基
づ
き
算
出
す
る
方
法

二
　
当
該
事
業
所
に
お
い
て
生
ず
る
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
量
又
は
濃
度
の
測
定
の
結
果

に
基
づ
き
算
出
す
る
方
法

三
　
製
造
量
、
使
用
量
そ
の
他
の
第
一
種
指
定
化
学
物
質
等
の
取
扱
量
に
関
す
る
数
値
と
当
該
事
業
所
に
お
い
て

生
ず
る
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
量
と
の
関
係
を
的
確
に
示
す
と
認
め
ら
れ
る
数
式
を
用

い
て
算
出
す
る
方
法

四
　
溶
解
度
そ
の
他
の
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
物
理
的
化
学
的
性
状
に
関
す
る
数
値
を
用
い
た
計
算
に
よ
り
当

該
事
業
所
に
お
い
て
生
ず
る
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
当
該
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
量
又
は
濃
度
を
的
確
に
推
計

で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
計
算
に
よ
り
推
計
さ
れ
る
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
当
該
第
一
種
指

定
化
学
物
質
の
量
又
は
濃
度
に
基
づ
き
算
出
す
る
方
法

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
事
業
活
動
に
係
る
廃
棄
物
の
処
理
を
当
該
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
う
こ

と
に
伴
い
当
該
事
業
所
の
外
に
移
動
す
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
量
を
的
確
に
算
出
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る

方
法

（
排
出
量
及
び
移
動
量
の
把
握
）

第
四
条
　
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
排
出
量
及
び
移
動
量
の
把
握
は
、
次
の
各
号

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
事
業
所
ご
と
に
、
次
に
定
め
る
事
項
を
把
握
す
る
こ
と
。

イ
　
当
該
事
業
所
に
お
い
て
そ
の
年
度
に
業
と
し
て
取
り
扱
う
第
一
種
指
定
化
学
物
質
（
当
該
年
度
に
業
と
し

て
取
り
扱
う
製
品
（
法
第
二
条
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
製
品
を
い
う
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
含
有
さ
れ

る
も
の
を
含
み
、
特
定
第
一
種
指
定
化
学
物
質
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
第
一
種
指
定
化
学
物
質
量
が
一
ト

ン
以
上
で
あ
る
も
の
（
ヘ
に
お
い
て
「
把
握
対
象
第
一
種
指
定
化
学
物
質
」
と
い
う
。
）
の
排
出
量
及
び
移
動
量

ロ
　
当
該
事
業
所
に
お
い
て
そ
の
年
度
に
業
と
し
て
取
り
扱
う
特
定
第
一
種
指
定
化
学
物
質
（
当
該
年
度
に
業

と
し
て
取
り
扱
う
製
品
に
含
有
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
特
定
第
一
種
指
定
化
学
物
質
量
が
〇
・

五
ト
ン
以
上
で
あ
る
も
の
（
ヘ
に
お
い
て
「
把
握
対
象
特
定
第
一
種
指
定
化
学
物
質
」
と
い
う
。
）
の
排
出
量
及

び
移
動
量

ハ
　
鉱
山
保
安
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
七
十
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
施
設
が

設
置
さ
れ
て
い
る
事
業
所
（
令
第
三
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
業
種
に
属
す
る
事
業
を
営
む
者
が
有
す
る

も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
鉱
山
保
安
法
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
経
済
産
業
省
令
第
九
十
六
号
）
第
十
九

条
第
二
号
及
び
第
二
十
条
第
二
号
の
基
準
の
対
象
と
な
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
当
該
施
設
か
ら
の
排
出
量

ニ
　
下
水
道
終
末
処
理
施
設
が
設
置
さ
れ
て
い
る
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第

七
十
九
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
（
同
法
第
二
十
五
条
の
十
八
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

基
づ
く
水
質
検
査
の
対
象
と
な
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
当
該
施
設
か
ら
の
排
出
量

ホ
　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規

定
す
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
又
は
同
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
（
ヘ
に
お
い
て

単
に
「
処
理
施
設
」
と
い
う
。
）
が
設
置
さ
れ
て
い
る
事
業
所
（
令
第
三
条
第
二
十
号
又
は
第
二
十
一
号
に
掲
げ

る
業
種
に
属
す
る
事
業
を
営
む
者
が
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

（
１
）
　
一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
及
び
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
に
係
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令

（
昭
和
五
十
二
年
総
理
府
令
、
厚
生
省
令
第
一
号
）
第
一
条
第
二
項
第
十
四
号
ハ
（
同
令
第
二
条
第
二
項
第
三
号

の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
水
質
検
査
の
対
象
と
な
る
第

一
種
指
定
化
学
物
質
の
当
該
施
設
か
ら
の
排
出
量

（
２
）
　
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
当
該
施
設
（
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
廃
棄
物
の
最
終
処
分

場
の
維
持
管
理
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
、
厚
生
省
令
第
二
号
）
第
一
条
第
三
号
ロ
の
規

定
に
よ
り
水
質
検
査
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
か
ら
の
排
出
量

（
３
）
　
水
質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
測
定

の
対
象
と
な
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
当
該
施
設
か
ら
の
排
出
量

ヘ
　
処
理
施
設
が
設
置
さ
れ
て
い
る
事
業
所
（
当
該
事
業
所
を
有
す
る
事
業
者
が
有
す
る
他
の
事
業
所
（
把
握

対
象
第
一
種
指
定
化
学
物
質
に
該
当
す
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
が
あ
る
も
の
又
は
把
握
対
象
特
定
第
一
種
指
定

化
学
物
質
に
該
当
す
る
特
定
第
一
種
指
定
化
学
物
質
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
ヘ
に
お
い
て
「
特
定
そ
の
他
事

業
所
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
生
ず
る
廃
棄
物
を
処
分
す
る
処
理
施
設
が
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に

あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

（
１
）
　
一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
及
び
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
に
係
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令

第
一
条
第
二
項
第
十
四
号
ハ
（
同
令
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
水
質
検
査
の
対
象
と
な
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
（
当
該
事
業
所
に
お
い
て
特
定

そ
の
他
事
業
所
に
お
い
て
生
ず
る
廃
棄
物
を
処
分
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
そ
の
他
事
業
所
に
お
い
て

把
握
対
象
第
一
種
指
定
化
学
物
質
又
は
把
握
対
象
特
定
第
一
種
指
定
化
学
物
質
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
（
２
）

に
お
い
て
特
定
把
握
対
象
第
一
種
指
定
化
学
物
質
と
い
う
。
）
の
当
該
施
設
か
ら
の
排
出
量

1



（
２
）
　
水
質
汚
濁
防
止
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
測
定
の
対
象
と
な
る
特
定
把
握
対
象
第
一
種
指

定
化
学
物
質
の
当
該
施
設
か
ら
の
排
出
量

ト
　
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定

施
設
（
チ
に
お
い
て
単
に
「
特
定
施
設
」
と
い
う
。
）
が
設
置
さ
れ
て
い
る
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
ダ
イ
オ
キ
シ

ン
類
の
当
該
施
設
か
ら
の
排
出
量
及
び
移
動
量

チ
　
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
の
維
持
管
理
の
基
準
を
定
め
る
省

令
第
一
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
規
定
す
る
最
終
処
分
場
（
以
下
チ
に
お
い
て
単
に
「
最
終
処
分
場
」
と
い

う
。
）
が
設
置
さ
れ
て
い
る
事
業
所
（
当
該
事
業
所
を
有
す
る
事
業
者
が
有
す
る
事
業
所
に
設
置
さ
れ
て
い
る
特

定
施
設
に
お
い
て
生
ず
る
廃
棄
物
を
処
分
す
る
最
終
処
分
場
が
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
当
該
最
終
処
分
場
か
ら
の
排
出
量

二
　
排
出
量
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
の
排
出
量
を
把
握
す
る
こ
と
。

イ
　
大
気
へ
の
排
出

ロ
　
公
共
用
水
域
へ
の
排
出

ハ
　
当
該
事
業
所
に
お
け
る
土
壌
へ
の
排
出
（
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ニ
　
当
該
事
業
所
に
お
け
る
埋
立
処
分

三
　
移
動
量
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
の
移
動
量
を
把
握
す
る
こ
と
。

イ
　
下
水
道
へ
の
移
動

ロ
　
当
該
事
業
所
の
外
へ
の
移
動
（
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

（
届
出
の
方
法
等
）

第
五
条
　
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
毎
年
度
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
様
式
第
一
に
よ
る
届
出
書
を

提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
当
該
期
限
ま
で
に
提

出
し
て
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
財
務
大
臣
、
文
部
科
学
大
臣
、
厚
生
労
働
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
、

経
済
産
業
大
臣
、
国
土
交
通
大
臣
、
環
境
大
臣
及
び
防
衛
大
臣
が
当
該
事
由
を
勘
案
し
て
定
め
る
期
限
ま
で
に
提

出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
二
以
上
の
業
種
に
属
す
る
事
業
を
行
う
事
業
所
に
係
る
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
当
該
事
業

所
に
お
け
る
主
た
る
事
業
を
所
管
す
る
大
臣
に
対
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
届
出
事
項
）

第
六
条
　
法
第
五
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
事
業
所
に
お
い
て
常
時
使
用
さ
れ
る
従
業
員
の
数

四
　
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
事
業
が
属
す
る
業
種

五
　
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
排
出
量
及
び
移
動
量
を
把
握
し
た
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
名
称
並
び
に

当
該
第
一
種
指
定
化
学
物
質
に
係
る
第
四
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
定
め
る
区
分
ご
と
の
排
出
量
及
び
移
動
量

（
対
応
化
学
物
質
分
類
名
）

第
七
条
　
法
第
六
条
第
一
項
の
対
応
化
学
物
質
分
類
名
は
別
表
の
上
欄
に
、
各
分
類
に
属
す
る
第
一
種
指
定
化
学
物

質
は
同
表
の
下
欄
に
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

（
対
応
化
学
物
質
分
類
名
へ
の
変
更
等
の
請
求
の
方
法
）

第
八
条
　
法
第
六
条
第
一
項
の
請
求
は
、
毎
年
度
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
様
式
第
一
の
届
出
書
と
併
せ
て
、
様
式
第

二
に
よ
る
請
求
書
及
び
当
該
請
求
書
別
紙
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
提
出
し
て
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
当
該
期
限
ま
で
に
提
出
し
て
行
う
こ
と

が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
財
務
大
臣
、
文
部
科
学
大
臣
、
厚
生
労
働
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
、

国
土
交
通
大
臣
、
環
境
大
臣
及
び
防
衛
大
臣
が
当
該
事
由
を
勘
案
し
て
定
め
る
期
限
ま
で
に
提
出
し
て
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
六
条
第
八
項
の
請
求
は
、
毎
年
度
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
様
式
第
三
に
よ
る
請
求
書
及
び
当
該
請
求
書
別

紙
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
そ

の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
当
該
期
限
ま
で
に
提
出
し
て
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
財
務
大
臣
、

文
部
科
学
大
臣
、
厚
生
労
働
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
、
国
土
交
通
大
臣
、
環
境
大
臣
及
び
防
衛

大
臣
が
当
該
事
由
を
勘
案
し
て
定
め
る
期
限
ま
で
に
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
二
以
上
の
業
種
に
属
す
る
事
業
を
行
う
事
業
所
に
係
る
法
第
六
条
第
一
項
及
び
第
八
項
の
請
求
は
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
事
業
を
所
管
す
る
大
臣
に
対
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
都
道
府
県
知
事
が
説
明
を
求
め
る
方
法
）

第
九
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
説
明
を
求
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
説
明
を
求
め
る
事
項
に
係
る
事
業
者
名
、
事
業
所
名
及
び
対
応
化
学
物
質
分
類
名

二
　
主
務
大
臣
に
対
し
て
求
め
る
説
明
の
内
容

三
　
説
明
を
求
め
る
理
由

（
手
数
料
を
現
金
に
よ
り
納
付
で
き
る
場
合
）

第
十
条
　
令
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
主
務
大
臣
が
、
そ
の
事
務
所
に
お
い
て
手

数
料
の
納
付
を
現
金
で
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
旨
及
び
当
該
事
務
所
の
所
在
地
を
官
報
で
公
示
し
た
当
該
事
務

所
に
お
い
て
現
金
で
納
付
す
る
場
合
と
す
る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
た
届
出
の
方
法
）

第
十
一
条
　
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
で
あ
っ
て
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
行
政
機
関
が
所
管
す
る
法

令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
内
閣
府
・
総
務

省
・
法
務
省
・
外
務
省
・
財
務
省
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通

省
・
環
境
省
令
第
一
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
主
務
大
臣
が
指
定
す
る
電
子
計
算
機
（
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
お

い
て
「
指
定
電
子
計
算
機
」
と
い
う
。
）
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
排
出
量
等
届
出
様
式
に
記

録
す
べ
き
事
項
を
主
務
大
臣
が
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
電
子
計
算
機
（
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
使

用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
か
ら
入
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
前
の
届
出
等
）

第
十
二
条
　
前
条
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
様
式
第
四
に
よ
る
届
出
書
を
都
道
府
県
知
事
に
あ
ら
か
じ
め
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
届
出
を
受
理
し
た
と
き
は
、
当
該
届
出
を
し
た
者
に
識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
を

通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
届
出
を
し
た
者
は
、
届
け
出
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
を
廃

止
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
様
式
第
五
に
よ
る
届
出
書
に
そ
の
旨
を
記
入
し
、
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

４
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
届
出
を
し
た
者
が
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
を
継
続
す
る
こ
と
が
適
当
で
な

い
と
認
め
る
と
き
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
届
出
等
の
方
法
）

第
十
三
条
　
令
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
よ
り
届
出
等
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
五
条
第
一
項
並

び
に
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
及
び
様
式
第
六
に
よ
る
磁
気
デ
ィ
ス
ク
提
出
票
を
提
出
す

る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
　
指
定
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル

か
ら
入
手
可
能
な
排
出
量
等
届
出
様
式
に
記
録
す
べ
き
事
項

二
　
法
第
六
条
第
一
項
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
　
主
務
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
次
号
に
お
い
て

「
使
用
電
子
計
算
機
」
と
い
う
。
）
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
対
応
化
学
物
質
分
類
名
変
更
請

求
様
式
に
記
録
す
べ
き
事
項

三
　
法
第
六
条
第
八
項
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
　
使
用
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可

能
な
対
応
化
学
物
質
分
類
名
維
持
請
求
様
式
に
記
録
す
べ
き
事
項
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２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
者
は
、
同
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
よ
り
記
録

し
た
事
項
に
つ
い
て
の
事
実
を
証
す
る
情
報
を
同
項
の
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
し
、
又
は
当
該
事
実
を
証
す
る
書

類
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
は
り
付
け
る
書
面
）

第
十
四
条
　
前
条
の
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
に
限
る
。
）
に
は
、
日
本
産
業
規

格
Ｘ
六
二
二
三
に
規
定
す
る
ラ
ベ
ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
は
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
提
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

二
　
事
業
所
の
名
称

三
　
提
出
年
月
日

附
　
則

１
　
こ
の
命
令
は
、
法
附
則
第
一
条
第
三
号
中
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

第
五
条
及
び
第
六
条
の
規
定
は
、
同
号
中
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
命
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
第
四
条
第
一
号
イ
中

「
一
ト
ン
」
と
あ
る
の
は
、
「
五
ト
ン
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
月
一
一
日
内
閣
府
・
財
務
省
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・

経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
附
則

第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
（
第
五
条
第
一
項
の
規
定
を
除
く
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
一
月
十
二
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
月
三
一
日
内
閣
府
・
財
務
省
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・

経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年

二
月
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
二
六
日
内
閣
府
・
財
務
省
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・

経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
二
二
日
内
閣
府
・
財
務
省
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・

経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
四
月
一
日
財
務
省
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・

国
土
交
通
省
・
環
境
省
・
防
衛
省
令
第
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
二
十
二
年
度
に
お
い
て
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す

る
法
律
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
べ
き
届
出
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
化

学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
七
月
一
日
財
務
省
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・

国
土
交
通
省
・
環
境
省
・
防
衛
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
水
防
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
財
務
省
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・

国
土
交
通
省
・
環
境
省
・
防
衛
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
一
三
日
財
務
省
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業

省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
・
防
衛
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運

営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
六
月
一
二
日
財
務
省
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・

国
土
交
通
省
・
環
境
省
・
防
衛
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
（
第
七
条
関
係
）

対
応
化
学
物
質

分
類
名

上
欄
の
分
類
に
属
す
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

第
一
分
類
（
無

機
化
合
物
及
び

有
機
金
属
化
合

物
）

令
別
表
第
一
第
一
号
、
第
十
一
号
、
第
三
十
一
号
、
第
三
十
三
号
、
第
四
十
四
号
、
第
七
十
一

号
、
第
七
十
五
号
、
第
七
十
七
号
、
第
八
十
二
号
、
第
八
十
七
号
、
第
八
十
八
号
、
第
百
三
十
二

号
、
第
百
三
十
七
号
、
第
百
四
十
四
号
、
第
二
百
三
十
四
号
、
第
二
百
三
十
五
号
、
第
二
百
三
十

七
号
、
第
二
百
三
十
九
号
、
第
二
百
四
十
二
号
、
第
二
百
七
十
二
号
、
第
三
百
四
号
、
第
三
百
五

号
、
第
三
百
七
号
か
ら
第
三
百
九
号
ま
で
、
第
三
百
十
八
号
、
第
三
百
二
十
一
号
、
第
三
百
三
十

二
号
、
第
三
百
三
十
三
号
、
第
三
百
七
十
四
号
、
第
三
百
八
十
七
号
、
第
三
百
九
十
四
号
、
第
三

百
九
十
五
号
、
第
四
百
五
号
、
第
四
百
十
二
号
、
第
四
百
五
十
三
号
及
び
第
四
百
五
十
六
号
に
掲

げ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

第
二
分
類
（
鎖

状
炭
化
水
素
化

合
物
及
び
ハ
ロ

ゲ
ン
化
鎖
状
炭

化
水
素
化
合
物
）

令
別
表
第
一
第
三
十
六
号
、
第
七
十
二
号
、
第
九
十
四
号
、
第
百
三
号
か
ら
第
百
七
号
ま
で
、
第

百
二
十
三
号
、
第
百
二
十
六
号
か
ら
第
百
二
十
八
号
ま
で
、
第
百
三
十
一
号
、
第
百
四
十
九
号
、

第
百
五
十
七
号
か
ら
第
百
五
十
九
号
ま
で
、
第
百
六
十
一
号
、
第
百
六
十
三
号
、
第
百
六
十
四

号
、
第
百
七
十
六
号
か
ら
第
百
七
十
九
号
ま
で
、
第
百
八
十
五
号
、
第
百
八
十
六
号
、
第
二
百
九

号
、
第
二
百
十
一
号
、
第
二
百
六
十
二
号
、
第
二
百
六
十
三
号
、
第
二
百
七
十
九
号
か
ら
第
二
百

八
十
一
号
ま
で
、
第
二
百
八
十
四
号
、
第
二
百
八
十
八
号
、
第
二
百
八
十
九
号
、
第
三
百
五
十
一

号
、
第
三
百
八
十
号
か
ら
第
三
百
八
十
二
号
ま
で
、
第
三
百
八
十
四
号
か
ら
第
三
百
八
十
六
号
ま

で
及
び
第
三
百
九
十
二
号
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

第
三
分
類
（
ア

ミ
ン
系
、
ニ
ト

ロ
系
、
ア
ル
コ

ー
ル
、
エ
ー
テ

ル
、
ア
ル
デ
ヒ

ド
又
は
ケ
ト
ン

の
構
造
を
有
す

る
鎖
状
炭
化
水

素
化
合
物
）

令
別
表
第
一
第
十
号
、
第
十
二
号
、
第
二
十
号
、
第
二
十
六
号
、
第
二
十
八
号
、
第
二
十
九
号
、

第
三
十
五
号
、
第
四
十
五
号
、
第
五
十
六
号
か
ら
第
五
十
九
号
ま
で
、
第
六
十
五
号
か
ら
第
六
十

八
号
ま
で
、
第
七
十
三
号
、
第
八
十
四
号
、
第
八
十
五
号
、
第
百
四
十
五
号
、
第
二
百
十
八
号
、

第
二
百
十
九
号
、
第
二
百
二
十
三
号
、
第
二
百
二
十
四
号
、
第
二
百
二
十
六
号
、
第
二
百
五
十
七

号
、
第
二
百
六
十
九
号
、
第
二
百
七
十
三
号
、
第
二
百
七
十
四
号
、
第
二
百
七
十
六
号
か
ら
第
二

百
七
十
八
号
ま
で
、
第
二
百
八
十
五
号
、
第
二
百
九
十
二
号
、
第
二
百
九
十
五
号
、
第
三
百
十
七

号
、
第
三
百
十
九
号
、
第
三
百
五
十
九
号
、
第
三
百
六
十
六
号
、
第
三
百
七
十
五
号
、
第
三
百
七

十
九
号
、
第
三
百
八
十
九
号
、
第
三
百
九
十
号
、
第
四
百
七
号
、
第
四
百
十
一
号
、
第
四
百
二
十

三
号
及
び
第
四
百
三
十
七
号
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

第
四
分
類
（
カ

ル
ボ
ン
酸
系
又

は
そ
の
誘
導
体

の
構
造
を
有
す

る
鎖
状
炭
化
水

素
化
合
物
）

令
別
表
第
一
第
二
号
か
ら
第
九
号
ま
で
、
第
十
三
号
、
第
十
四
号
、
第
十
六
号
、
第
五
十
一
号
、

第
六
十
号
、
第
九
十
八
号
、
第
九
十
九
号
、
第
百
二
十
二
号
、
第
百
三
十
三
号
か
ら
第
百
三
十
五

号
ま
で
、
第
百
四
十
一
号
、
第
二
百
十
号
、
第
二
百
十
三
号
、
第
二
百
三
十
二
号
、
第
二
百
五
十

六
号
、
第
二
百
六
十
七
号
、
第
二
百
八
十
二
号
、
第
三
百
六
号
、
第
三
百
十
号
、
第
四
百
十
四
号

か
ら
第
四
百
二
十
号
ま
で
、
第
四
百
三
十
四
号
及
び
第
四
百
四
十
三
号
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
化

学
物
質

第
五
分
類
（
そ

の
他
の
鎖
状
炭

化
水
素
化
合
物
）

令
別
表
第
一
第
四
十
三
号
、
第
六
十
一
号
、
第
六
十
二
号
、
第
百
五
十
二
号
、
第
百
九
十
三
号
、

第
百
九
十
七
号
、
第
百
九
十
八
号
、
第
二
百
十
二
号
、
第
二
百
二
十
号
、
第
二
百
二
十
五
号
、
第

二
百
四
十
一
号
、
第
二
百
四
十
五
号
、
第
二
百
五
十
九
号
、
第
二
百
六
十
八
号
、
第
二
百
七
十
五

号
、
第
三
百
十
三
号
、
第
三
百
二
十
八
号
、
第
三
百
二
十
九
号
、
第
三
百
三
十
一
号
、
第
三
百
七

十
八
号
、
第
三
百
九
十
一
号
、
第
三
百
九
十
六
号
、
第
四
百
九
号
、
第
四
百
二
十
四
号
、
第
四
百
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三
十
三
号
、
第
四
百
五
十
七
号
か
ら
第
四
百
五
十
九
号
ま
で
及
び
第
四
百
六
十
二
号
に
掲
げ
る
第

一
種
指
定
化
学
物
質

第
六
分
類
（
単

環
炭
化
水
素
化

合
物
及
び
ハ
ロ

ゲ
ン
化
単
環
炭

化
水
素
化
合
物
）

令
別
表
第
一
第
五
十
三
号
、
第
八
十
号
、
第
八
十
三
号
、
第
九
十
七
号
、
第
百
九
号
、
第
百
十

号
、
第
百
二
十
五
号
、
第
百
六
十
五
号
、
第
百
八
十
一
号
、
第
二
百
二
号
、
第
二
百
四
十
号
、
第

二
百
九
十
号
、
第
二
百
九
十
六
号
、
第
二
百
九
十
七
号
、
第
三
百
号
、
第
三
百
九
十
七
号
、
第
三

百
九
十
八
号
、
第
四
百
号
及
び
第
四
百
三
十
六
号
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

第
七
分
類
（
ア

ミ
ン
系
、
ニ
ト

ロ
系
又
は
ア
ゾ

系
の
構
造
を
有

す
る
単
環
炭
化

水
素
化
合
物
）

令
別
表
第
一
第
十
八
号
、
第
四
十
九
号
、
第
八
十
九
号
、
第
九
十
三
号
、
第
百
号
か
ら
第
百
二
号

ま
で
、
第
百
十
一
号
、
第
百
十
二
号
、
第
百
五
十
六
号
、
第
百
六
十
六
号
、
第
百
六
十
七
号
、
第

百
六
十
九
号
、
第
百
七
十
四
号
、
第
二
百
号
、
第
二
百
三
号
、
第
二
百
五
号
、
第
二
百
十
四
号
か

ら
第
二
百
十
六
号
ま
で
、
第
二
百
三
十
号
、
第
二
百
九
十
三
号
、
第
二
百
九
十
九
号
、
第
三
百
一

号
、
第
三
百
十
二
号
、
第
三
百
十
四
号
か
ら
第
三
百
十
六
号
ま
で
、
第
三
百
二
十
七
号
、
第
三
百

四
十
五
号
、
第
三
百
四
十
八
号
及
び
第
四
百
三
十
二
号
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

第
八
分
類
（
ア

ル
コ
ー
ル
、
エ

ー
テ
ル
、
ア
ル

デ
ヒ
ド
又
は
ケ

ト
ン
の
構
造
を

有
す
る
単
環
炭

化
水
素
化
合
物
）

令
別
表
第
一
第
十
七
号
、
第
二
十
三
号
、
第
二
十
四
号
、
第
六
十
四
号
、
第
六
十
九
号
、
第
七
十

四
号
、
第
七
十
八
号
、
第
七
十
九
号
、
第
八
十
六
号
、
第
百
二
十
号
、
第
百
二
十
一
号
、
第
百
二

十
九
号
、
第
百
三
十
号
、
第
百
三
十
六
号
、
第
百
四
十
二
号
、
第
百
四
十
三
号
、
第
百
七
十
五

号
、
第
二
百
一
号
、
第
二
百
四
号
、
第
二
百
七
号
、
第
二
百
八
号
、
第
二
百
四
十
六
号
、
第
二
百

五
十
五
号
、
第
二
百
六
十
四
号
、
第
二
百
八
十
七
号
、
第
二
百
九
十
四
号
、
第
三
百
十
一
号
、
第

三
百
二
十
号
、
第
三
百
二
十
二
号
、
第
三
百
二
十
四
号
、
第
三
百
三
十
号
、
第
三
百
三
十
五
号
、

第
三
百
三
十
六
号
、
第
三
百
四
十
三
号
、
第
三
百
四
十
四
号
、
第
三
百
四
十
九
号
、
第
三
百
六
十

五
号
、
第
三
百
六
十
七
号
、
第
三
百
六
十
八
号
、
第
三
百
七
十
三
号
、
第
三
百
九
十
九
号
、
第
四

百
四
号
、
第
四
百
八
号
、
第
四
百
十
号
、
第
四
百
四
十
号
、
第
四
百
四
十
一
号
及
び
第
四
百
五
十

一
号
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

第
九
分
類
（
カ

ル
ボ
ン
酸
系
、

硫
黄
酸
系
、
窒

素
酸
系
、
炭
酸

系
若
し
く
は
シ

ア
ン
酸
系
又
は

こ
れ
ら
の
誘
導

体
の
構
造
を
有

す
る
単
環
炭
化

水
素
化
合
物
及

び
脂
環
式
単
環

炭
化
水
素
化
合

物
）

令
別
表
第
一
第
三
十
号
、
第
三
十
四
号
、
第
四
十
一
号
、
第
五
十
二
号
、
第
百
八
号
、
第
百
二
十

四
号
、
第
百
三
十
八
号
か
ら
第
百
四
十
号
ま
で
、
第
百
四
十
七
号
、
第
百
五
十
四
号
、
第
百
六
十

二
号
、
第
百
八
十
四
号
、
第
百
八
十
八
号
、
第
二
百
二
十
二
号
、
第
二
百
三
十
六
号
、
第
二
百
六

十
号
、
第
二
百
六
十
五
号
、
第
二
百
六
十
六
号
、
第
二
百
七
十
号
、
第
二
百
七
十
一
号
、
第
二
百

九
十
八
号
、
第
三
百
三
十
四
号
、
第
三
百
三
十
七
号
、
第
三
百
五
十
号
、
第
三
百
五
十
二
号
か
ら

第
三
百
五
十
六
号
ま
で
、
第
三
百
五
十
八
号
、
第
三
百
六
十
一
号
、
第
三
百
六
十
九
号
、
第
三
百

七
十
六
号
、
第
四
百
一
号
、
第
四
百
十
三
号
、
第
四
百
二
十
五
号
、
第
四
百
二
十
八
号
、
第
四
百

四
十
二
号
、
第
四
百
四
十
四
号
、
第
四
百
四
十
五
号
及
び
第
四
百
四
十
九
号
に
掲
げ
る
第
一
種
指

定
化
学
物
質

第
十
分
類
（
そ

の
他
の
単
環
炭

化
水
素
化
合
物
）

令
別
表
第
一
第
三
十
九
号
、
第
四
十
七
号
、
第
四
十
八
号
、
第
百
九
十
二
号
、
第
百
九
十
五
号
、

第
二
百
二
十
九
号
、
第
二
百
三
十
三
号
、
第
二
百
四
十
七
号
、
第
二
百
五
十
一
号
か
ら
第
二
百
五

十
四
号
ま
で
、
第
三
百
六
十
二
号
、
第
四
百
六
十
号
及
び
第
四
百
六
十
一
号
に
掲
げ
る
第
一
種
指

定
化
学
物
質

第

十

一

分

類

（
多
環
炭
化
水
素

化
合
物
）

令
別
表
第
一
第
十
五
号
、
第
十
九
号
、
第
三
十
二
号
、
第
三
十
七
号
、
第
三
十
八
号
、
第
四
十

号
、
第
百
十
四
号
、
第
百
六
十
号
、
第
百
八
十
号
、
第
百
九
十
号
、
第
二
百
二
十
八
号
、
第
二
百

三
十
一
号
、
第
二
百
三
十
八
号
、
第
三
百
二
号
、
第
三
百
三
号
、
第
三
百
四
十
号
、
第
三
百
四
十

六
号
、
第
三
百
九
十
三
号
、
第
四
百
三
号
、
第
四
百
六
号
、
第
四
百
二
十
七
号
、
第
四
百
三
十
八

号
及
び
第
四
百
四
十
六
号
か
ら
第
四
百
四
十
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

第

十

二

分

類

（
三
原
子
環
か
ら

五
原
子
環
ま
で

の
複
素
環
化
合

物
）

令
別
表
第
一
第
二
十
二
号
、
第
四
十
二
号
、
第
五
十
四
号
、
第
五
十
五
号
、
第
九
十
二
号
、
第
九

十
六
号
、
第
百
十
五
号
か
ら
第
百
十
九
号
ま
で
、
第
百
四
十
八
号
、
第
百
五
十
一
号
、
第
百
五
十

三
号
、
第
百
五
十
五
号
、
第
百
六
十
八
号
、
第
百
七
十
号
、
第
百
七
十
一
号
、
第
百
七
十
三
号
、

第
百
八
十
二
号
、
第
百
八
十
三
号
、
第
百
八
十
九
号
、
第
百
九
十
一
号
、
第
百
九
十
四
号
、
第
百

九
十
六
号
、
第
二
百
六
号
、
第
二
百
二
十
一
号
、
第
二
百
五
十
号
、
第
二
百
六
十
一
号
、
第
三
百

三
十
九
号
、
第
三
百
四
十
七
号
、
第
三
百
六
十
号
、
第
三
百
六
十
三
号
、
第
三
百
六
十
四
号
、
第

三
百
七
十
一
号
、
第
三
百
七
十
二
号
、
第
三
百
七
十
七
号
、
第
四
百
二
号
、
第
四
百
二
十
一
号
、

第
四
百
二
十
六
号
及
び
第
四
百
五
十
二
号
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

第

十

三

分

類

（
そ
の
他
の
複
素

環
化
合
物
）

令
別
表
第
一
第
二
十
一
号
、
第
二
十
五
号
、
第
二
十
七
号
、
第
四
十
六
号
、
第
五
十
号
、
第
六
十

三
号
、
第
七
十
号
、
第
七
十
六
号
、
第
八
十
一
号
、
第
九
十
号
、
第
九
十
一
号
、
第
九
十
五
号
、

第
百
十
三
号
、
第
百
四
十
六
号
、
第
百
五
十
号
、
第
百
七
十
二
号
、
第
百
八
十
七
号
、
第
百
九
十

九
号
、
第
二
百
十
七
号
、
第
二
百
二
十
七
号
、
第
二
百
四
十
三
号
、
第
二
百
四
十
四
号
、
第
二
百

四
十
八
号
、
第
二
百
四
十
九
号
、
第
二
百
五
十
八
号
、
第
二
百
八
十
三
号
、
第
二
百
八
十
六
号
、

第
二
百
九
十
一
号
、
第
三
百
二
十
三
号
、
第
三
百
二
十
五
号
、
第
三
百
二
十
六
号
、
第
三
百
三
十

八
号
、
第
三
百
四
十
一
号
、
第
三
百
四
十
二
号
、
第
三
百
五
十
七
号
、
第
三
百
七
十
号
、
第
三
百

八
十
三
号
、
第
三
百
八
十
八
号
、
第
四
百
二
十
二
号
、
第
四
百
二
十
九
号
か
ら
第
四
百
三
十
一
号

ま
で
、
第
四
百
三
十
五
号
、
第
四
百
三
十
九
号
、
第
四
百
五
十
号
、
第
四
百
五
十
四
号
及
び
第
四

百
五
十
五
号
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

様
式
第
１
（
第
５
条
関
係
）

様式第１（第５条関係） 

第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書 

                                                            年  月  日 
  主務大臣（都道府県知事）殿 
                                         （ふりがな） 
                                  届出者 住  所 〒         
                                         （ふりがな） 
                                          氏  名                            印 
                                        （法人にあっては名称及び代表者の氏名） 
 

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第５条第２項
の規定により、第一種指定化学物質の排出量及び移動量について、次のとおり届け出ます。 
事業所 （ふりがな） 

事 業 者 の 名 称 
 
 
 

 前回の届出における名称  
（ふりがな） 

事 業 所 の 名 称 
 
 
 

 前回の届出における名称  

 
事業所の所在地 
 

（ふりがな） 

〒   －     
                         都道                       市区 
                         府県                       町村 
 
 
 

事業所において常時使用される従業員の数 人 
事業所に
おいて行
われる事
業が属す
る業種 

業     種     名 業種コード 
主 た る 事 業   
従 た る 事 業   

  
  

第一種指定化学物質の排出量及び移動量 別紙番号１～   のとおり 
本届出が法第６条第１項の請求に係るものであるこ
との有無（該当するものに○をすること） 

１．有 
２．無 

担 当 者 
 
（問い合 
わせ先） 

部  署  

（ふりがな） 

氏  名 
 

 

電話番号  

※受理日   年  月  日 ※整理番号  
 

備考１ 本届出書は、事業所ごとに作成すること。 
２ 前回の届出における名称の欄は、変更された場合のみ記載すること。 
３ 事業所において常時使用される従業員の数の欄には、前年４月１日現在（前年度中に事業を開始 

した事業者においては事業を開始した日）における当該事業所の人数を記載すること。 
４ 事業所において行われる事業が属する業種の欄には、当該事業所における主たる事業が属する業 

種を最上欄に記載し、二以上の業種に属する事業を行う事業所にあっては、次欄以降にその他の業 
種を記載すること。 

５ 法人にあっては、当該届出に係る当該事業所の担当部署並びに氏名及び連絡先を記載すること。 
６ ※の欄には、記載しないこと。 
７ 届出書及び別紙の用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
８ 氏名（法人にあってはその代表者の氏名）を記載し、押印することに代えて、本人（法人にあっ 

てはその代表者）が署名することができる。 
９ 本届出書に記載された情報の同一性を失わない範囲で当該情報を記録する機能を有する二次元 

コードであって、日本産業規格Ｘ０５１０に適合するものを記載することができる。 
 

（二次元コード記載欄） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様
式
第
２
（
第
８
条
関
係
）

様式第2(第8条関係) 

  

※受 理 日 年  月  日 

※整理番号   

※結 果   

※決定番号   

対応化学物質分類名への変更の請求書 

年  月  日 

  主務大臣 殿 

(ふりがな)             

申請者 住 所 〒           

(ふりがな)             

氏 名           印 

(法人にあっては名称及び代表者の氏名) 

  特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第6条第1

項の規定により、次の第一種指定化学物質の名称について、当該第一種指定化学物質の

名称に代えて、対応化学物質分類名によって経済産業大臣及び環境大臣に通知すること

を請求します。 

第一種指定化学物質の名称  

 号 番 号     

対応化学物質分類名 第   分類(                ) 

  なお本請求については、以下のとおり、昨年度以前に同様の請求を行い認められた実

績があります。 

決 定 番 号               

              

              

 (理由) 

  別紙のとおり、申請者においては、当該第一種指定化学物質の取扱いに関する情報が

秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公

然と知られていないもの(以下「秘密情報」といいます。)に該当すると考えられます。 

 備考 1 ※の欄には、記載しないこと。 

    2 号番号の欄には令別表第一における該当する号の番号を記載し、対応化学物質

分類名の欄には規則別表における該当する名称を記載すること。 

    3 「決定番号」欄には、請求が認められた際に主務大臣から通知された番号を記

載すること。また、認められた実績がない場合は記載しないこと。 

    4 別紙中の各項目について、事実を証する書類を添付すること。 

    5 請求書及び別紙の用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 

    6 氏名(法人にあってはその代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、本

人(法人にあってはその代表者)が署名することができる。 
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様
式
第
３
（
第
８
条
関
係
）

様式第3(第8条関係) 

  

※受 理 日 年  月  日 

※整理番号   

※結 果   

※決定番号   

対応化学物質分類名の維持の請求書 

年  月  日 

  主務大臣 殿 

(ふりがな)             

申請者 住 所 〒           

(ふりがな)             

氏 名           印 

(法人にあっては名称及び代表者の氏名) 

  特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第6条第8

項の規定により、次の対応化学物質分類名を維持することを請求します。 

第一種指定化学物質の名称  

 号 番 号     

対応化学物質分類名 第   分類(                ) 

 

決 定 番 号               

              

              

              

              

 (理由) 

  別紙のとおり、申請者においては、当該第一種指定化学物質の取扱いに関する情報が

秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公

然と知られていないもの(以下「秘密情報」といいます。)に該当すると考えられます。 

 備考 1 ※の欄には、記載しないこと。 

    2 号番号の欄には令別表第一における該当する号の番号を記載し、対応化学物質

分類名の欄には規則別表における該当する名称を記載すること。 

    3 「決定番号」欄には、請求が認められた際に主務大臣から通知された番号を記

載すること。 

    4 別紙中の各項目について、事実を証する書類を添付すること。 

    5 請求書及び別紙の用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 

    6 氏名(法人にあってはその代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、本

人(法人にあってはその代表者)が署名することができる。 

様
式
第
４
（
第
１
２
条
関
係
）

 

 

様式第４（第12条関係） 
 

電子情報処理組織使用届出書 
                                年   月   日  
 都道府県知事 殿  
                                         （ふりがな） 
                                  届出者 住  所  〒 
                                         （ふりがな） 
                                          氏   名                         印  
                                        （法人にあっては名称及び代表者の氏名） 
 
 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第
12条第１項の規定に基づき、法第５条第２項に基づく届出について、下記のとおり、電子
情報処理組織の使用を開始することといたしましたので、届け出ます。 
 

記  
 

通信方式（いずれかに○
をすること） 

 
 １．ダイヤルアップ方式  ２．インターネット方式 

届出に使用する通信用電 
話番号（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ方式の 
場合は空欄とすること） 

                 

担当者 
（連絡及
び問い合
わせ先） 

  （ふりがな） 
  氏  名 

                            
 

 部   署  

  電話番号  

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

 
  ※識別番号 

  

 
 
（電子情報処理組織を使用して届出を行う事業所） 
 

 （ふりがな） 
 事業所の 
 名  称 

 
 

 
 所  在  地 
 
 （ふりがな） 

〒   －  
                  都道            市区                

府県              町村 
 
 

 
 備考 １ 本届出書は、ダイヤルアップ方式による届出をしようとする場合においては

届出に使用する通信用電話番号ごとに、インターネット方式による届出をしよ
うとする場合においては届出に使用する電子計算機ごとに作成すること。同一
の都道府県内に所在する複数の事業所について届け出る場合には、次葉を使用
すること。 

    ２  法人にあっては、電子情報処理組織を使用した届出の担当部署並びに氏名及
び連絡先を記載すること。 

    ３  ※の欄には、記載しないこと。 
    ４  届出書の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

５ 氏名（法人にあってはその代表者の氏名）を記載し、押印することに代えて、
本人（法人にあってはその代表者）が署名することができる。 

様
式
第
５
（
第
１
２
条
関
係
）

 

 

様式第５（第12条関係） 

 

電子情報処理組織変更（廃止）届出書 

 

                                年  月  日 

  

 都道府県知事 殿 

  
                                         （ふりがな） 
                                  届出者 住  所 〒 
                                         （ふりがな） 
                                          氏  名                        印 
                                        （法人にあっては名称及び代表者の氏名） 

                                                                                 

    

  識別番号   

    

 

 

 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第12

条第３項の規定により、下記のとおり、電子情報処理組織の使用を変更（廃止）することと

なりましたので、届け出ます。 

 

 １．変更の内容 

 

 ２．変更（廃止）の年月日 

 

 備考 １ 本届出書は、届出に使用する通信用電話番号ごとに作成すること。 

    ２ 該当事項がない欄は、記載しないこと。 

    ３ 届出書の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

４ 氏名（法人にあってはその代表者の氏名）を記載し、押印することに代え 

て、本人（法人にあってはその代表者）が署名することができる。 

 

様
式
第
６
（
第
１
３
条
関
係
）
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様式第６（第13条関係） 

 

 ※受 理 日  年  月  日  

 ※整理番号   

 

磁気ディスク提出票 

 

                                年  月  日 

 

 主 務 大 臣       

        殿 

 都道府県知事 

 
                                           （ふりがな） 
                                    提出者 住  所 〒 
                                           （ふりがな） 
                                            氏  名                        印 

                                          （法人にあっては名称及び代表者の氏名） 

 

 

                                      担当者 部 署 

                                    (問い合わせ先)（ふりがな） 

                                          氏 名 

 

                         電話番号 

 

 

 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第５条第２

項の規定による届出（第６条第１項の規定による請求）（第６条第８項の規定による請                                           

求）に際し提出すべき書類に記載すべきこととされている事項（及び事実を証する情報）を

記録した磁気ディスクを以下のとおり提出いたします。 

 本票に添付されている磁気ディスクに記録された事項は、事実に相違ありません。 

 

 

  １．磁気ディスクに記録された事項 

 

  ２．磁気ディスクと併せて提出される書類 

 

 

 備考 １ 宛先の欄には、法第５条第２項の規定による届出にあっては都道府県知事、法

     第６条第１項又は第８項の請求にあっては主務大臣を記載する。 

    ２ 「磁気ディスクに記録された事項」の欄には、磁気ディスクに記録されている

     事項を記載するとともに、二枚以上の磁気ディスクを提出するときは、磁気ディ

     スクごとに整理番号を付し、その番号ごとに記録されている事項を記載する。 

     ３ 「磁気ディスクと併せて提出される書類」の欄には、当該届出（又は請求）の

     際に本票に添付されている磁気ディスクに記録されている事項以外の事項を記載

     した書類を提出する場合にあっては、その書類名を記載する。 

    ４ 該当事項がない欄は、記載しないこと。 

    ５ 提出票の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

６ 氏名（法人にあってはその代表者の氏名）を記載し、押印することに代え 

 て、本人（法人にあってはその代表者）が署名することができる。 
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